
清　掃 修　理 新築・増改築 浄化槽廃止 くみ取り改造 貸付工事

㈱アイエス設備 段原山崎二丁目12-25-501

安芸設備工業㈱ 丹那新町19-14 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

淡路電気工事㈱ 宇品海岸三丁目5-21 〇 〇 〇 〇 〇

栄価工業㈱ 仁保二丁目6-40 〇 〇 〇 〇

㈱大方工業所 大州二丁目15-8 〇 〇 〇 〇 〇 〇

㈱大畑設備 宇品東七丁目10-22

㈱岡設備工業 仁保南一丁目3-29

㈱兼正冷熱工業 霞二丁目7-13 〇 〇 〇 〇 〇 〇

芸州住宅㈱ 大州一丁目1-19 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

山陽空調工業㈱ 大須賀町19-13

塩田工業㈱ 東雲二丁目14-6 〇 〇 〇 〇

㈱ＳＥＩＷＡ 向洋新町一丁目14-14

世良設備 大州二丁目1-11-2

㈱タイト設備 東雲一丁目22-7-103 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

㈲中央管工 丹那町1-29 〇 〇

中央機器設備㈱ 東雲本町二丁目8-22

㈱中電工 広島統括支社 皆実町一丁目9-35 〇 〇 〇

㈲中田設備工業 翠四丁目1-20 〇 〇

ニイヤマ設備㈱ 出島一丁目33-6

㈲日進設備 宇品御幸一丁目10-12

橋本設備 皆実町五丁目10-31

㈲光 宇品西二丁目16-36 〇 〇 〇 〇 〇 〇

平本設備工業㈱ 向洋新町三丁目1-7

㈱ヒロエー 出島二丁目13-35 〇 〇 〇 〇 〇 〇

広里工業㈱ 霞二丁目8-40

広島ガステクノ・サービス㈱ 皆実町二丁目6-19 〇 〇

㈱フジ設備 上東雲町26-12

フジワラ設備 東雲三丁目1-23-305

府中工業㈱ 上東雲町19-6

馬越配管㈲ 皆実町四丁目5-27-13 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

㈱まない 宇品海岸三丁目8-48

三浦技研工業㈱ 出島二丁目4-55

㈲宮迫工業所 東雲二丁目6-22

宮田建設㈱ 出島一丁目33-46

㈱宗政 南大河町38

もみじ工業㈱ 宇品海岸二丁目12-24

㈲勇加設備 山城町11-22

㈱横山工業所 比治山町1-10 〇 〇

※　対応可能な業務内容や夜間、休日対応は、アンケートの回答があった指定工事店のみ掲載しています。
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会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話
対応可能な業務内容 夜間

対応
休日
対応

082-890-3140



　　 ご不明な点については、各指定工事店へ直接お問い合わせください。

対応可能な業務内容の見方

清 掃： 排水管やますが詰まったとき（清掃等をするとき）

修 理： 排水管・ますが壊れたとき 

新築・改築： 排水設備を新たに設置又は改築するとき

浄化槽廃止： 浄化槽を廃止して下水道につなぐとき 

くみ取り改造： くみ取り便所を改造して下水道につなぐとき 

貸 付 工 事： 市の貸付制度を利用するとき  

　●　くみ取り便所の改造、し尿浄化槽の廃止、その他の詳しいことについての問い合わせは、

　　◎　広島市下水道局管理部管理課 広島市中区南千田東町６番１３号 電話（０８２）２４１－８２５７

　　◎　広島市下水道局施設部計画調整課 広島市中区国泰寺一丁目６番３４号 電話（０８２）５０４－２４０６

　　◎　広島市下水道局管理部管理課 広島市中区南千田東町６番１３号 電話（０８２）２４１－８２５８

水 洗 化 工 事 に つ い て の 問 い 合 わ せ 先

　●　下水道受益者負担金についての問い合わせは、

　●　下水道使用料、貸付金制度についての問い合わせは、


